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４ その他国際戦略総合特区における産業の国際競争力の強化のために必要な事項 

ⅰ)一般国際戦略事業について 

 

（略） 

 

⑧＜＜医薬品の研究開発促進＞＞ 

  (イノベーション拠点立地推進事業 別紙１－４) 

  (地域新成長産業創出促進事業費補助金（戦略産業支援のための基盤整備事業） 別紙１－４) 

 

（略） 

 

⑬＜＜先端医療技術（再生医療・細胞治療等）の早期実用化＞＞ 

（医工連携事業化推進事業 別紙１－４） 

（厚生労働科学研究委託費・医療技術実用化総合研究事業 別紙１－４） 

（国立研究開発法人国立循環器病研究センター施設整備費補助金 別紙１－４） 

 

別紙１－２ ＜国際戦略総合特区設備等投資促進税制＞【７／１６】 

 

２ 当該特別の措置を受けようとする者 

（株）エイアンドティー 

 

 

３ 特定国際戦略事業の内容及び特別の措置の内容 

 

（略） 

 

４ その他国際戦略総合特区における産業の国際競争力の強化のために必要な事項 

ⅰ)一般国際戦略事業について 

 

（略） 

 

⑧＜＜医薬品の研究開発促進＞＞ 

  (イノベーション拠点立地推進事業 別紙１－４) 

 

 

（略） 

 

⑬＜＜先端医療技術（再生医療・細胞治療等）の早期実用化＞＞ 

（医工連携事業化推進事業 別紙１－４） 

（厚生労働科学研究委託費・医療技術実用化総合研究事業 別紙１－４） 

 

 

別紙１－２ ＜国際戦略総合特区設備等投資促進税制＞【７／１６】 

 

２ 当該特別の措置を受けようとする者 

（株）エイアンドティー 

宗教法人 在日本南プレスビテリアンミッション 淀川キリスト教病院 

 

３ 特定国際戦略事業の内容及び特別の措置の内容 

 

（略） 
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（株）エイアンドティーでは、キャピラリー電気泳動を応用したタンパク質アルゴリズム解析システムを

構築する。 

 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) 施行規則第１条のうち、当該特定国際戦略事業が該当する項及び号 

第２項第４号 高度な医療の提供に係る医療関係者の技術の向上に必要な治験その他臨床研究に関す

る事業 

（１）（株）エイアンドティーでは、キャピラリー電気泳動を応用したタンパク質アルゴリズム解析シス

テムを構築する。 

 

（略） 

 

（２）淀川キリスト教病院は、うめきた地区の知的創造拠点「ナレッジキャピタル」内に｢未来型健診 

センター｣を開設し、ライフイノベーションの推進に資する様々な取組みを進める。 

具体的には、新たな健康への脅威を克服する予防医療推進のため、疲労の研究を中心とする健康 

   科学（先制医療）分野での産学官連携を推進する拠点を設置し、大量収集した未病状態のバイタル 

   データ（検診データ等）と、他の地区（北大阪、神戸医療産業都市等）で得た疾病データを融合さ 

   せて個人情報を匿名化し、新たなバイオマーカーの探索・発見のための研究データベースを構築す 

る。 

これを製薬メーカーや医療機器メーカーなど産業界に提供することで、新たな医薬品・医療機器 

の開発はもとより、従来の検診では実現できなかった疾病の超早期発見、発症前診断・治療介入の 

実施にも役立てる。 

また、電子カルテや電子問診システム等による複数医療機関との情報共有を図るような地域医療 

情報共有モデルの研究開発のほか、健常人の疲労度の計測による新製品の疲労軽減効果に関する実 

証試験の場の提供も行う。 

事業実施にあたっては、大阪大学、大阪市立大学、神戸大学、理化学研究所分子イメージング科 

学研究センター等の研究機関のほか、関西経済連合会や関西の産学連携支援機関等と連携する。 

 

b) 施行規則第１条のうち、当該特定国際戦略事業が該当する項及び号 

第２項第４号 高度な医療の提供に係る医療関係者の技術の向上に必要な治験その他臨床研究に関す

る事業 
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c) 当該特定国際戦略事業について、当該国際戦略総合特区に係る産業の国際競争力の強化に関する目 

標を達成するための位置付け及び必要性 

 

（略） 

 

本事業では、特区制度による規制改革等を活用しながら、治療薬の薬効予測、疾患の予後予測の 

ためのバイオマーカー開発研究の推進を主たる目的とする。 

 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) 当該特定国際戦略事業により設置しようとする設備等の概要 

第２項第５号 情報通信技術を利用して行われる診療に係るシステムその他の医療に関する情報シス   

テムの研究開発に関する事業（これらの事業に必要な施設又は設備の整備又は運営に

関する事業を含む。） 

 

c) 当該特定国際戦略事業について、当該国際戦略総合特区に係る産業の国際競争力の強化に関する目 

標を達成するための位置付け及び必要性 

 

（略） 

 

（１）本事業では、特区制度による規制改革等を活用しながら、治療薬の薬効予測、疾患の予後予測の 

ためのバイオマーカー開発研究の推進を主たる目的とする。 

 

（略） 

 

（２）本事業では、疾病予測を可能にする先制医療の実現をめざし、疲労の定量化技術を活用した研究で 

世界の最先端を走る大阪市立大学や、先制医療研究を推進する北大阪地区及び神戸医療産業都市地 

区とも連携しつつ、大量の未病データ及び疾病データの活用によるバイオマーカーの開発や、エビ 

デンスに基づく機器、システム、サービスの開発などを支援する。 

特に、医療産業に２次利用できるシステム（データベース構築等）の研究開発を支援することで、 

先制医療に関する各種バイオマーカーの商品化を加速することが可能となるうえ、新製品の疲労軽 

減効果に関する実証試験の場を提供することで、新たな機器、システム、サービスのマーケティン  

グ機能を向上させ、上市に向けたスピードを加速できる。 

 

d) 当該特定国際戦略事業により設置しようとする設備等の概要 
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すべて、特区内の主な事業者である京都大学に設置する。以下、研究開発に必要な設備等を示す。 

 

（略） 

 

 

 

e) 当該特定国際戦略事業を実施すると見込まれる者 

 上記「２ 当該特別の措置を受けようとする者」と同じ。 

 

 

f) 当該特定国際戦略事業のおおむねの事業区域 

京都市左京区聖護院川原町 53 京都大学大学院医学研究科内 

 

 

g) 当該特定国際戦略事業の実施時期 

平成 24 年 3 月から事業開始 

 

 

別紙１－４ ＜＜地域新成長産業創出促進事業費補助金（戦略産業支援のための基盤整備事業）＞＞【１

／１】 

１ 一般国際戦略事業の名称 

＜＜医薬品の研究開発促進＞＞ 

（＜＜地域新成長産業創出促進事業費補助金（戦略産業支援のための基盤整備事業）＞＞） 

２ 一般国際戦略事業の内容 

（１）すべて、特区内の主な事業者である京都大学に設置する。以下、研究開発に必要な設備等を示す。 

 

（略） 

 

（２）医療施設の建物附属設備等 

 

e) 当該特定国際戦略事業を実施すると見込まれる者 

（１）（株）エイアンドティー 

（２）宗教法人 在日本南プレスビテリアンミッション 淀川キリスト教病院 

 

f) 当該特定国際戦略事業のおおむねの事業区域 

（１）京都市左京区聖護院川原町 53 京都大学大学院医学研究科内 

（２）大阪駅周辺地区（ナレッジキャピタル内） 

 

g) 当該特定国際戦略事業の実施時期 

（１）平成 24 年 3 月から事業開始 

（２）平成 24 年度下半期から事業実施予定 
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① 事業概要 

創薬の分野におけるオープンイノベーションに対する企業の需要や再生医療の実用化の機運が高

まっていることから、創薬・再生医療等の医療関連産業が集積する神戸医療産業都市において、製薬

関連企業や創薬ベンチャーなどの入居スペースや、再生医療等の製品開発にも対応可能な細胞培養ス

ペースを有するとともに、入居企業に対する企業マッチングや製品化支援などの充実したソフト支援

体制を備えた（仮称）創薬イノベーション拠点を整備する。 

② 支援措置の内容 

（仮称）創薬イノベーション拠点の整備に係る経費 

 ③ 事業実施主体 

株式会社ＯＭこうべ 

 ④ 事業が行われる区域 

   兵庫県神戸市中央区港島南町六丁目３番５ 

⑤ 事業の実施期間 

   平成 27年度 

 ⑥ その他 

特になし 

別紙１－４ ＜＜国立研究開発法人国立循環器病研究センター施設整備費補助金＞＞【１／１】 

１ 一般国際戦略事業の名称 

  ＜＜先端医療技術（再生医療・細胞治療等）の早期実用化＞＞ 

  （＜＜国立研究開発法人国立循環器病研究センター施設整備費補助金＞＞） 

２ 一般国際戦略事業の内容 

① 事業概要 

国立循環器病研究センターを核とする最先端の医療技術開発や「循環器病の予防と制圧」のため
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の拠点の形成を目指す医療クラスターの取組の一環として、平成 30 年度に予定している国立循環

器病研究センターの移転建替に併せ、移転先の大阪府吹田市 吹田操車場跡地の一部に、強力な産

学官連携体制の下、病院、研究所、企業、大学等の異分野領域の研究者を集結させ、世界をリード

する最先端の医療技術開発拠点となる「オープンイノベーションセンター」を整備する。 

② 支援措置の内容 

「オープンイノベーションセンター」整備事業に係る建設費等 

③ 事業実施主体 

国立研究開発法人国立循環器病研究センター 

④ 事業が行われる区域 

北大阪地区（大阪府吹田市） 

⑤ 事業の実施期間 

平成 27年度～平成 30年度 

⑥ その他 

特になし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別添３ 特別の措置の適用を受ける主体の特定の状況 

対象事業名 ≪先制医療等の実現に向けた環境整備・研究開発促進（先制医療の実現に向け

たコホート（疫学）研究・バイオマーカー研究の推進、先制医療に移行するた

めの環境整備）≫別紙１－２関係 

名称 宗教法人在日本南プレスビテリアンミッション 淀川キリスト教病院 

住所 〒533-0032 大阪府大阪市東淀川区淡路 2-9-26 

TEL：06（6322）2250（代表） 
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概要 設 立 ：昭和 31 年 3 月 12 日 

業 種 ：医療機関 

業務概要：地域の中核病院として、周産期、救急・急性期、終末期に至るまで 

の幅広い医療を提供している。また、国内初の血液型不適合児にする交換輸血

の実施、関西発のホスピス開設など、医療界において先駆的な活動に取り組ん

できた。 

【診療科目】 

内科（神経内科・呼吸器内科・循環器内科・消化器内科・脳血管内科・腎臓内

科・内分泌・免疫内科）、小児科、小児外科、外科、呼吸器外科、心臓血管外科、

整形外科、形成外科、脳神経外科、皮膚科、泌尿器科、産科・婦人科、眼科、

耳鼻咽喉科、リハビリテーション科、放射線科、麻酔科、神経科、ホスピス（緩

和ケア）、病理診断科、化学療法科 

【特別診療】 

母子センター（新生児集中治療・新生児交換輸血・母体合併症妊婦・低体温療

法）・リハビリテーションセンター（理学療法、作業療法、言語療法）・内視鏡

センター（上部下部消化管、超音波内視鏡、気管支ファイバー、肝・腎生検） 

別添４ 関係地方公共団体等の意見の概要 

関係地方公共団体又は実施主

体名 

宗教法人 在日本南プレスビテリアンミッション 淀川キリスト教病

院  

当該地方公共団体が関係する

と判断する理由 

特定国際戦略事業「先制医療等の実現に向けた環境整備・研究開発促

進」の実施主体であるため。 

意見を聴いた日 平成 24年 5月 9日 

意見聴取の方法 聞き取り 



国際戦略総合特区計画（関西イノベーション国際戦略総合特区）： 新旧対照表  

変更後 変更前 

 

8 
 

 

 

 

別添６ 地域協議会の協議の概要 

地域協議会の名称 関西国際戦略総合特別区域地域協議会 

地域協議会の設置日 平成２３年９月２８日 

地域協議会の構成員 別紙のとおり 

協議を行った日 平成２７年１０月２６日 

関西国際戦略総合特別区域地域協議会 第２２回委員会を書面開催 

協議会の意見の概要 総合特別区域計画に係る第１４回認定申請書について承認。 

意見に対する対応 なし 

 

別紙 関西国際戦略総合特別区域地域協議会構成員名簿 

（略） 

株式会社コングレ 

山九株式会社 

（略） 

 

以上 205団体（2015年 10月 26日現在） 

 

別添６ 地域協議会の協議の概要 

地域協議会の名称 関西国際戦略総合特別区域地域協議会 

地域協議会の設置日 平成２３年９月２８日 

地域協議会の構成員 別紙のとおり 

意見の概要 ・上記事業の実施にあたり、国際戦略総合特区設備等投資促進税制を

活用したい。 

意見に対する対応 ・意見を踏まえ、別紙１－２に記載した。 
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協議を行った日 平成２７年１０月２９日 

関西国際戦略総合特別区域地域協議会 幹事会を書面開催 

協議会の意見の概要 総合特別区域計画の変更について承認。 

意見に対する対応 なし 

 

別紙 関西国際戦略総合特別区域地域協議会構成員名簿 

（略） 

 


